
春日井市産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、妊娠中や産後間もない時期に、精神的、身体的負担を軽減

し、安心して子育てができるよう家事や育児の援助を行う家庭生活支援員（以

下「ヘルパー」という。）を派遣する春日井市産前・産後ヘルパー派遣事業（以

下「事業」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

（事業の委託） 

第２条 市長は、事業の適切な運営が確保できると認められる者（次項において

事業者という。）に事業の一部を委託することができる。 

２ 前項の規定により事業を委託しようとする場合における運用については、事

業者が別に定めるところによる。 

（対象者） 

第３条 事業の対象者は、市内に居住する妊婦及び生後６月未満（多胎児の場合

にあっては生後３年未満）の児童を養育する保護者（児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第６条に規定する保護者をいう。以下同じ。）とする。 

（援助の内容） 

第４条 ヘルパーの行う援助の内容は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 家事援助に関すること。 

 ア 食事の準備及び後片付け 

 イ 住居等の清掃及び整理整頓 

 ウ 衣類の洗濯 

 エ 生活必需品の買い物 

 オ その他必要な家事 

⑵ 育児援助に関すること。 

 ア 食事及び授乳介助 

 イ おむつ交換 



 ウ 沐浴介助 

 エ その他必要な育児 

（利用時間） 

第５条 事業の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、児童一人（多胎児の場

合にあっては同時期に妊娠又は出産した児童を合わせて一とみなす）につきそ

れぞれ当該各号に定める時間を限度とする。 

 ⑴ 単胎妊娠をしている者又は生後６月未満の単胎児を養育する保護者 50時 

  間 

 ⑵ 多胎妊娠をしている者又は生後３年未満の多胎児を養育する保護者 120

時間 

２ 前項の利用時間は、事業の利用１回につき１時間を単位として、１日につき

４時間を限度とする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。 

（登録申請） 

第６条 ヘルパーの派遣を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、産前・

産後ヘルパー派遣事業登録申請書（第１号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

（登録の決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに登録の可否を

決定し、産前・産後ヘルパー派遣事業登録決定通知書（第２号様式）又は産前・

産後ヘルパー派遣事業登録却下通知書（第３号様式）により申請者に通知する

ものとする。 

（費用の負担） 

第８条 申請者は、産前・産後ヘルパー派遣事業に係る手数料の細目料金（令和 

５年春日井市告示第45号）により、利用に要した費用を負担しなければならな

い。 

 （変更の届出） 

第９条 登録の決定通知を受けた者は、事情の変更により次の各号のいずれかに



該当するときは、産前・産後ヘルパー派遣事業登録変更申請書（第４号様式）

を、速やかに市長に申請しなければならない。 

 ⑴ 市内において転居したとき 

 ⑵ 連絡先に変更があったとき 

 ⑶ 手数料区分に変更があったとき 

 （登録の取消し） 

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により登録の決定を受けたとき

は、登録の決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により登録の決定を取り消したときは、産前・産後ヘルパ

ー派遣事業登録取消通知書（第５号様式）により、申請者に通知するものとす

る。 

（守秘義務） 

第11条 事業の実施に従事する者は、事業の実施により知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（雑則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（春日井市多胎児育児支援事業実施要綱の廃止） 

２ 春日井市多胎児育児支援事業実施要綱（令和３年10月15日施行）は廃止する。 

（経過措置） 

３ 廃止前の春日井市多胎児育児支援事業実施要綱第８条の規定に基づき登録の

決定を受けたものであって、現に第３条に規定する対象者である者については、

第７条の規定に基づく登録の決定を受けた者とみなす。 

４ この要綱の施行の日前に廃止前の春日井市多胎児育児支援事業実施要綱第４



条及び第５条の規定による事業の利用があるときは、当該事業の利用は、この

要綱の施行の日以後は、第５条の規定による事業の利用とみなす。 

 


